
サービス利用料の説明

自治体様の緊急通報機器を設置の利用者様に
ご本人やご親族の費用負担で見守りサービスを
提供させていただけるようになりました。

緊急通報機器の利用者様と親族様
月額９８０円で安心の見守りサービス
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現在、緊急通報機器の利用者様は急病などの緊急時には無線発信

器を押すだけで、消防署様が緊急通報を受信し対処しています。

消防署

緊急通報時の
通報メッセージ例
｢緊急事態発生です｣
利用者の住所と
氏名と電話番号

無線発信器

無線人感センサーが利用者様を２４時間感知できないときには、自動

送信された通報をセンターが受信し安否確認の対処をいたします。

安否通報時の
通報メッセージ例
｢安否確認必要です｣
利用者の住所と
氏名と電話番号

アルファ
受信センター

救助通報機

無線人感センサー

無線人感センサーの設置

●月額のサービス利用料980円(税抜)に
は、安否通報機器の設置工事料と賃借料
また安否通報の受信・対処料や口座振替
手数料が含まれています。
●月額のサービス利用料は、安否通報機器
を設置して見守りサービスを開始した翌月分
から安否通報機器を撤去した当月分までを
口座振替いたします。

●トイレ内や介護用ト
イレのある部屋に設置
します。
●小動物を感知しな
いために感知範囲を
制限します。
●コンセントがない場
合は照明配線などに
接続します。

約3～5ｍ

利用者様が無線発信器を押せ
ない緊急事態が発生したとき



見守りサービスの業務フロー

見守りサービスの受信・対処

見守りサービスの利用申込・安否確認協力者の記入事項を提出

安否通報機器の設置工事・通報試験・取扱説明

規定に基づく月額のサービス利用料を口座振替

利用者

親族

アルファ

利用者

アルファ
受信センター

㈱アルファ 緊急通報事業部 0120‐144‐294

無線人感センサーが自動で安否通報

安否確認の連絡（救急出動が必要なときは消防署に要請）

安否確認の
連絡・訪問

安否確認の
連絡・依頼

利用者の親族
地 域 協 力 者

利用者の親族や地域協力者が利用者を訪問して、救急出動
が必要なときは消防署に要請またはアルファに救急出動を依頼

お問合せ
お申込み

不応答

安否確認機器

サービス利用料の口座振替承諾書と口座振替依頼書を作成

安否確認協力者の記入事項 利用者用取扱説明書 利用料口座振替承諾書


